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一般国際法における Schooner Exchange号事件判決の位置

新倉圭一郎 ＊

SUMMARY 

Why is a sover巴ign State entitled to immunity from adjudicative jurisdiction of another Stateつ This quest10n 

1s cons 1d巴red to b巴 mled by the p1 inciple of jurisdictional immunity of S tat巴 But the core e l巴ment of this principl巴

has not been sufficiently analyzed ever. According to the prevailing opinion, th巴 plea of immunity has a personal 

natur巴（immunity ratione personae). lt is a bar ba s巴d on the status of the State, i.e. th巴 independence and equality 

of States ,which is 巴xpres s巴d in the maxim par in parem non habet imperium. And it is said to be a procedural 

plea. The plea is on巴 of immunity from proce巴din gs before a national court, not o f 巴xemption from law. How巴ve r,

both of these explanations are not 巴ntire l y satisfacto1y. Why a for巴ign Stat巴 i s not amenable to th巴 juri s di cti on of 

the foreign State because of its equality and indep巴nd巴nce is not easy to und巴Istand. Furth巴rmor巴， a lthough the 

only reason of its procedural charact巴r is that State practices admit it, they hav巴 not been sufficiently examined. 

Cons id巴Iing these legal backgrounds it is n巴C巴ss ai y to review in detail State p1actices fo1111ing this principle. The 

purpose of this articl巴 i s to 巴xamine The Schooner Exchange v. McFaddon, which is consid巳red generally to be 

a leading case of the principle, and show by what legal logic, for what legal reason the immunity is admitted and 

from which jurisdiction of t巴rritori a l Stat巴 it is admitted to b巴 immune .

Detailed analysis of the case reveals following conclusions. First of all, th巴 Exchang巴 was held to be 

considered as ex巴mpt巴d with the consent of the t巴1ritorial State, United States. Th巴lefore, a principle obliging a 

territorial Sta t巴 to refrain from exercising its teiritorial jurisdiction from the beginning was not assum巴d Once 

the agreement, expressed or tacit, betw巴巴n a territorial State and a foreign State is concluded, both are bound to 

respect it. However, before then no obligation is impos巴d on teITitorial State. 

Second, concerning th巴 r巴ason of immunity, th巳 equality and indep巴nden ce were not invok巴d as exernpt111g 

a foreign State. Marshall, Chief Judge of this decision, confirm巴d th巴 exempti on from t巴rritorial jurisdiction of 

personal sover巴 igns , the ambassadors, and troops of a foreign State and described the reasons as b巴ing based on 

the dignity o f th巴 State and the n巴cess ity to enable th巴m to carry out th巴ir public functions effectively. Importantly, 

he admitted th巴 Exchange to be exempt from U.S. jurisdiction by focusing on its charact巴r as a warship, so it is 

c l 巴ar that h巴 did not think all th巴 organ s of a Stat巴 enjoy immunity iJTespective of its functions. 

Finally, the Exchange was not h巴ld to be ex巴mpt巴d only from adjudica ti v巴 juri sdiction but from all the 

Jur1sdiction including l巴gis lati ve one. 

Considering thes巳 conclu s i on s, it is wrong to consider The Schooner Exchange v. McFaddon itself as 

a precedent of the principle of jurisdictional immunity of Stat巴 and derive some legal guide about it directly 

from this decision. Of course, it could dev巴l op from this decision through s ulコsequent practices. Therefore, it is 

n巴C巴ssaiy to examine how th巴 reasoning of this decision was tak巴n subsequently. 

＊ 東京大学大学院博士課程
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はじめに一問題状況ー ものではなしその例外は特別な理由による限定

「他国の主権者の権利は、司法裁判所に付託さ

れ待な L 、0 ・・主権者は平等である。 自身の権利を、

同様に主権者である者の決定に服させないという

のは主権者の義務である。 －一対等な者に対して、

彼は敬意を払うが、服従することはない。 － － －国際

法の観点か ら は、それ（軍艦筆者）は、…本国

に所在していた。」 l

「 あらゆる主権は厳格に領域的なものであり、

域外に行使することはできないというのが一般的

な規則である。 囲内のあらゆるものは当地の主権

者の権限（authority）の Fにあり、当該国家内の動

産に関して紛争が生ずる場合には、当地の裁判官

によって判断されなければならない。」 2 「主権者

自身、彼の大使及び軍隊の例外は、特別な理由に

よるものであり、一・軍艦には適用されない。」 3

181 1 年、海難のためにフィラデルフィア港に

入港したフ ラ ンスの軍艦 Exchange 号に対して、

米国人が、かつて公海上で違法に牟捕された自己

の船舶であると主張し、その返還を求めて提訴し

た。当該請求の認否は、ペンシルヴァニア連邦地

裁による請求棄却、控訴審による地裁判決の破棄

を経て、連邦最高裁による最終的な判断が下され

ることとなった。 先に引用した 2 つの議論は、こ

の Schoon巴r Exchange号事件判決（以下、 Exchange

号事件判決）において、軍艦たる Exchange号に対

する米国の裁判権を否認する司法長官と当該裁判

権を肯定する被上告人の代理人の間で交わされた

議論である。 ここには、いずれも主権に基礎を置

きながら、平等である他国の主権者の権利を重視

するのか、領域主権を重視するのかについて真っ

向から対立する認識が示されている。 すなわち、

的なものであると主張されている。 裁判所自身が

認めている様に、本判決は、軍艦たる Exchange

号が米国の裁判権から免れるかという一見各論的

な様相を呈しながら、主権に基づく相反する主張

を国際法上どの様に評価するかという極めて「繊

細かっ重要」 な問題4 として争われていた。

この様な主張の対立を背景に連邦最高裁判所は

5、付託された問題を「フランスの皇帝であるナポ

レオンの請求する主権的権利及び米国とフランス

の聞の政治的関係に関する事件」 と性格づけ、フ

ランスの「主権的権利」 の対象である Exchange号

が米国の領域内でどのように扱われるべきかとい

う問題としてとらえたのである。

国家は原則として免除を享受するという今日の

理解とは異なり、この問題に答えるに当たってま

ずもって裁判所が確認したことは、フランスが米

国と平等であることでも、 Exchange号がフラン

スの固有財産であることでもなく、国家の有する

領域管轄権の 「排他的かっ絶対的」な性絡であっ

fこ。

「裁判所の管轄権は、国家が独立の主権者

(sovereign power）として有する管轄権の一分野で

ある。 国家の領域内における管轄権は、必然的に

排他的かっ絶対的である。 それは、自己が課した

制限にのみ服する。 それに外的淵源からその妥当

性が導き出される制限を課すことは、その制限の

程度において主権が縮減したこと及び、その様な

制限を課しうる権力〔power）にその限度で主権が

与えられたことを意味するであろう。それゆえ、

自国領域内での国家の十分で完全な権力に対する

あらゆる例外は、当該国家自身の同意にまで遡ら

なければならない。」 6

一方では他国の主権者が平等であるがゆえに、 主 領域内において裁判所の行使する管轄権は国家

権者の権利であれば他国の領域管轄権に服するこ の主権から導き出される「排他的かっ絶対的」 な

とはないとされ、他方では、国際法上、主権者の 権利であり、領域国自身の同意によらない外的な

財産というだけで他国の領域管轄権から免れうる 制限を課すことは認められない。 ここで領域国の
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管轄権が「排他的」 であるとい うことは、 他の国

家の管轄権を排除し、 原則として領域内の人、物、

事項に対して領域国にのみ管轄権行使が認められ

ることを意味している。 従って、たとえ固有財産

であろうと、他国の領域に所在している以上、 当

然には当地の裁判所の管轄権から免れるものでは

なく 、その為には特別な 「理由」 を示さなければ

ならない。

こうした文脈で述べられた判決の次の一節が、

裁判権免除の原則を示したものとして後の実行を

リードし、 学説に依拠されることになる。

「主権者のこの完全に平等で絶対的な独立、そ

してそれらに相互交流や相互の斡旋を促すこの共

通利益は、あらゆる主権者が、全ての国家の属性

と言われる完全な排他的領域管轄縦の一部の行使

を放棄すると解されているある種の諸事例を生み

出してきた。」 7

裁判所は こ の様に述べて、 領域管轄権の一部が

放棄されてきた諸事例として、主権者（sover巴 ign）、

公使（for巴 ign mini sters）、 軍隊（troops）を挙げた。 外

的制限を諜されることのない領域管轄権について

これらの例外が認められてきたのは、他国と平等

かっ独立であると同時に相互交流に共通利益を有

する領域国が自己の管轄権を放棄したことの帰結

だというのである。

この様に、判決では、確かに、 主権者が平等、

独立であることから領域管轄権の例外が生じてき

たことが確認されている。 しかしながら、 平等、

独立たる国家の機関や財産であることをもって領

域管轄権が否認されると考え られていたわけでは

な L 、。 裁判所は、 主権者ー、 公使、 軍隊のそれぞれ

の性質に着目し、他国の管轄権行使の対象となる

ことによって本国の威信が害されることへそし

て、国家を対外的に代表する公使や、国家の権力

及び安全の要である軍に関してはその職務遂行を

保護する必要性が認められることに鑑みてヘ領

域国が管轄権の放棄に同意したと解する理由があ

ると判断したのである。

Exchang巴号は、以上の議論を経て、米国の裁

判権から 「免除される（exempt）」 1 0 ことが認めら

れた。 すなわち、

「他の諸事例（主権者、 公使、 軍隊のこと一筆者）

においてその様な免除が黙示的に認められてきた

理由づけ（reasoning） が、 軍艦の免除（exemptions)

にも完全に当てはまると言っ て差 し支えないであ

ろう 。」 II

裁判所は、 単に、 平等かつ独立たるフランス

の固有財産である こと のみによってではなく 、

Exchange号の軍の一部であるという固有の性格

を確認した上で 1 2 、

「 Exchange号は当該国家（米国一筆者）の管轄権

(jurisdiction）から免除される（exempt）ーとの黙示

の保証の下で米国領域に入国したものとみなされ

なければならない」 1 3

と判断したのである。

国際法上、他国の領域管轄権から免除されるの

は、国家が相互に平等かっ独立であることによっ

てその排他的かつ絶対的な領域管轄権が放棄され

ることの帰結である。 裁判所は、 付託された問題

に対して、司法長官と被上告人のいずれか一方の

主強に依拠するのではなく、双方を勘案した上

で、領域管轄権の例外として扱われることをこの

様に説明した。 しかし、判決においてより重きが

置かれていたのが被上告人の重視する国家の領域

管轄権であったことは、こ れまでの引用部からも

明 らかであろう 。 裁判所は、 「国 ｜療法上、領域管

轄権の例外は特別な根拠に基づく 限定的なもので

ある」との認識を前提に判断を行っていたのであ

る 。

本稿の目的は、この Exchange号事件判決を分

析し、その国際法 tの理論的な位置を特定す る

ことにある。 本判決は、 「国家免除という国際的
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な原則の古典的な明確化」 14 を行った リー デイ

ングケ ー スである と され、ここで示された原則

が、 その後の国家実行に受け入れられることに

よって 「国家の裁判権免除」 （以下、裁判権免除）

という国際法上の制度が成立したと考えられて

いる 15。 たとえば、 ！LC の 「国および国の財産の

裁判権免除に関する国際辿合条約」 の初代特別

報告者を務めた Sucharitku l は、 その報告書におい

て Exchange号事件判決を 「国家免除の原則の古典

的表明」 と評し、 「後に諸国の実行において広範

に受け人れられていった国家免除の原則は、 The

Schoonei'' Exchange "v. McFac/don and others 1二おい

て Marsha ll 長官によって明慨に述べられた。」 と

百己していた I＼ また、その後の l LC の議論におい

て も、同様の認識の下で、 本判決の論理に基づい

て免除の有無を判断するという主張がしばしば行

われていた 1 7。 この様に、本判決で示された原則

を裁判権免除に関する原則と評価Iiする論者は多

く、 ｜二述の S ucha ritk ul に 加 えて、 Fox18, Sinclair19, 

Bankas20’ Brownlie21, J ennings22 ， しa live23 , Cosna rcl 24、

山木草二25、大寿堂im 26 といった広範な国際法学

者の表明するところである 270 従って、本判決は

単なる一圏内裁判所判決に留まらず、裁判権免除

と呼ばれてきた制度を法的にどの燥に理解すべき

かを明らかにするために極めて重要な意味を有す

る判決といえる。

1 現代国際法における裁判権免除に関

する理論状況

裁判権免除という制度は、 「そのもとで、国家

が他国の管轄権から免れることを要求することが

できる法原則及び法規則」 と定義され、より具体

的には、手続の開始から判決の執行に至るまでの

司法手続に関連する一述の他国の管轄権から、国

家及び国家の定義に含まれる一定の実体を免除

させる国際法上の規範と考えられている 2＼ そし

てこの裁判権免除を特徴づける要素としては一般

的に次の二点が指摘されてきた。 すなわち、 第一

に、裁判権免除は人的な性絡を有すると説かれ

る (immunity ralione personae）。この人的な ·1~1:絡に

ついての指摘は、 大きく 、免除の恨拠と要件に関

するものに分類できる。 まず根拠については、裁

判権免除は国家の主権、具体的には平等や独立

といった国家の法的地位に正当化理由（rati o na l e)

が求められ 29、対等なるものに対して対等なる

ものは権力を持たなし、（“par in parem 11011 habet 

irnper i umつとの法謬に依拠されている 九 こう

した理解の下、 主権者、 外交使節、 軍隊、軍艦、

そしてその他の国家機関や財産が他国の司法手続

から免除されてきたのはいずれも、 主権国家の平

等、独立という法的地位を理由 とするものである

と把握されてきた J I。 こ の意味での人的な性絡と

してとりわけ強調されるのが、 被告国家の同意に

よって免除が放棄されうるという点である 32。 被

告国家が免除を放棄することが認められているこ

とは、 それが国家の地位に付随するものであるこ

とを示していると説かれている。

さらに、裁判権免除の人的性格は要件との関係

でも語られている。 すなわち、 裁判権免除は、 被

告が外国岡家である場合に適用されるのであり、

被告の人的性絡を理由に抗弁として提起されると

考えられているのである。 そのため、とりわけ英

国の判例においては、国家やその財産を 「訴える

(pleading）」 ことが裁判権免除適用の要件として

重視されている九

そして第二に、裁判権免除は手続的な制ニ格を有

すると言われ、仙国の司法手続に関iiliする管特権

のみを対象とすると理解されている。 裁判権免

除は、 司法機｜見｜ による審査、行政機関による逮

捕、差し押さえや判決の執行といった、司法手続

の開始から判決の執行に至るまでのー迎の司法手

続を対象とするものでありへ法の適用の局面た

る立法管轄依までも含むものではないお。 被告で

ある国家が臼主的に免除を放棄することによって

領域国の裁判所が管轄権を行使することができる

のも 、 当該国家に立法管轄権さらにはその帰結と

しての実体法上の責任が及んでいる こ とを前提に

しているからであると説明されている 九 裁判権
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免除は、 Exchange号事件判決を IJ ーディングケー

スとする諸実行の集積によって以上の特徴を有す

る制度として成立し、他国が被告とされた場合に

司法手続きに関する管轄権行使を控えることを国

家に義務付けると考えられている 370

しかし、裁判権免除の制度的特徴として指摘

されてきた以上の二点では、 裁判権免除の規範

的性質を十分説明できていないことは既に指摘

されている通りである。 第一の、国家の平等、独

立を法的根拠とするという点については、国家が

平等 ・ 独立であることと他国の司法手続から免除

されるということとの聞には何らの因果関係も存

在しなし、。 国家が相互に管轄権を行使し合ったと

しても平等であることには変わりなく へ また、

Lauterpacht が 「管轄権を行使する国家が自国の通

常の法を適用するにすぎない限りにおいて、独立

や平等の原則が他国やその財産に対する管轄権行

使を排除する理由は容易に見出しがたい」 と指摘

する様にへなぜ他国の司法手続に服することが

国家の独立を害することになるのかも一見して明

らかというわけではないへ 裁判縦免除の法的根

拠に関する論証を、国家の主権や平等、独立といっ

た：lit！象的なレベルで済ませることによ っ て、他国

の管轄権から免除される理由に関する規範的な分

析は回避されてきたのである。

この免除の理由をいかなる点に求めるかという

問題は、免除が認められるべき対象の範囲の理解

に関わる。一口 に国家の法的地位に由来する人的

な制度といっても、それが具体的にどの様な法的

地位を浬白とするのかによって、免除の対象も変

わってくるからである。 仮に抽象的なレベルで国

家の平等や独立が語られるのであれば、免除の対

象は 「国家」 の定義に含まれる機関や財産一般に

及ぶことになる。 しかし、免除の文脈で諮られる

「独立」 が一定の事項を対象としているのであれ

ば、それに応じて免除の対象も限定されてくるは

ずである 則。

また、第二の、 立法管轄権が及んだ上で司法手

続に関連する手続的な管轄権のみを対象とすると

いう点も、十分な規範的分析によって導き出され

たものとは言いYilf' し、。 国家が免除される他国の管

轄権が司法手続関連の管轄権に限定される理論的

必然性はなく、その根拠は実行の存在のみに依存

しているが、裁判権免除が国家実行の集積によっ

て成立したとされる場合、他国に対する裁判権の

行使を控えたという事実の確認に留まっていた。

しかし、仮に、現象としては国家が裁判権の行使

を控えたという形で表れているとしても、 法的に

は立法管轄権も含めた包括的な免除を想定してい

ることもありうる。 裁判権行使を控えたことを真

に裁判権免除の実行と評価することができるか

は、事例を規範的に分析して初めて判断すること

ができる問題である九

以上の様に、多くの論者によって同様の説明が

なされ、 一見するとその法的性質に関して一致し

た認識が共有されているかに見える裁判権免除で

あるが、 実際のとこ ろ、その要件効果に関わる重

要な論点一国家が「との様な法的根拠で」 「他国

のどの範四の管轄権から」 免除されるのかー は未

だ不明確なままと言わざるを得な L 、。

こうした理論的脆弱性に鑑みれば、免除の判断

基準についてなお一致をみていない現状も領け

る 。 裁判権免除の基準については、かつての絶対

免除主義から制限免除主義へと移行したとの認識

の下、引き続き免除が認められる主権的行為 （acta

jure imperil〕と免除が否認される業務管理行為（acta

jure gestionis） を区別する為の基準として、行為目

的説や行為性質説をはじめとする多様な見解が提

示されてきた九 しかし、この判断基準について

は依然として見解は分かれておりへさらに近年

ではこの二分類に基づく判断枠組みを超えて免除

の有無を判断すべきとの議論が行われてきている

九学説は長い問、諸実行を分析することで、そ

こに共通してみられる免除の判断基準を抽出しよ

うとしてきたが、そもそもどの様な規範枠組みの

中で免除が認められると考えるべきなのか踏み込

んだ分析を行ってこなかった九 裁判権免除とい

う 制度の存在を裏付けるものとして、 法原則のレ
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ベルでは誰も疑うことのない「国家の主権」を持

ち出しへさらには、諸国の実行の存在を指摘し

て「国家実行に証明された国際的な慣行や慣習が

－諸国を拘束するということを真剣に疑う者はい

なし、」 と断ずることによってへ 卜分な規範的分

析が行われることなく今日に至っているのであ

る。 今日、裁判権免除のリ ーディングケースと考

えられている Exchange号事件判決の分析が改め

て求められている理由はここにある。

2 裁判権免除理論における Schooner

Exchange号事件判決の不在

「免除J という分野は、理論よりも実行が先行

している分野であるとされ 49、他国の管轄権から

免れることを認めた国家実行の集積を理論的にい

かに評価し、把握するかという課題がこれまで国

際法学に課せられてきた。 そして、この点に関し

学説は、 裁判権免除とい う 制度が、 主権者、外交

使節、 軍隊、軍艦の免除から 「発展」し 畑、その

後の実行を通じて国際法上の規範として形成され

てきたとし、その 「発展」 の II詰矢を Exchange 号事

件判決に見出したのであった。 しかし、こうした

発展の原点とされる Exchange号事件判決自体に

目を向ければ、従来の裁判権免除の説明との整合

性に疑問符の付く点がし、くつか存在する。

第一に、判決は、領l或管轄’権から免除されるこ

とを領域国がその管轄権を放棄したからであると

説明しており、当初から領域管轄権の行使を控え

るよう義務付ける国際慣習法を想定 していたのか

疑問が生ずる。 領域固による放棄という構成は、

一見すると当該国家の意思に依存することを認め

ているとも考えられるからである。 これは、 実際

にこれまで、裁判権免除を国際法上の規則と捉え

る見方に対して度々異論が提起されてきたことに

鑑みれば検討の必要性が認識される点である。 た

とえば、 Niboyet は、主権免除によって管轄権行

使が控えられてきたのは、 笑は単なる国家聞の礼

譲によるものにすぎず、何らの法原則も主権免除

を基艇づけてはいないと主強していた 5 1。 また、

米国の実行でも、主権免除を国家聞の礼譲の帰結

に過さないとの見方が最近になっても示されてい

る 520 こうした主張に答える為にも、本判決が依

拠した論理を再検討する必要がある。

第二に、免除の理由についても、 ト分な分析が

行われてきたとは言い難L 、。 論文の冒頭で指摘し

た様に、 Exchange号事件判決が裁判権免除のリー

ディングケースであるとされる場合、 その論拠と

されているのは、主権者の平等、独立に言及し

た先の一対jである。 たとえば、 Sucharitkul は、「国

家の憤行及び実行において証明される国際法上の

国家免除の実質的基礎は、国家の主権、独立、平

等、 威信といった用語で表現されうる」 とし 53、

本判決において 「平等な二者の間で一方が他方に

主権的意思もしくは権力を行使することはできな

いということ、すなわち“par in parem non habet 

imperium" J という規則が確認されたと評価して

いる 九 また、同様の見解は、 Sinc l a ir55 や Fox56 と

いったこの分野の代表的な論者によっても表明さ

れている。

これらの論者は、判決のこの一節に着 目する

ことによって、主権者、公使、 軍隊、 そして

Exchange 号が、平等かっ独立たる本国の代表と

いう 資格において免除が認められたものと評価し

ている。 Suchari tku l は、本判決では領域管轄権行

使の例外として、 国家元首、公使、 軍隊という三

つのがljが挙げられたことを確認した上で、 「これ

らの諸原則の関係は、 国家元首及び大使の享受す

る諸免除（immunities）が、一最終的にはその代表

する国家に属するという理論においてー・認められ

ている。」 と指摘する 57。 また、 Fox も、本判決に

ついて 「これらの事件は、また、国家を代表する

者の免除は彼の代表する国家の免除を意味してい

るに違いないとの理論的見解を示している。」 と

の評価liを行っている 九

しかし、こうした評価は、国家が平等 ・ 独立で

あること自体が他国の領域管轄権から免除される

理由にはならないという論理的な脆弱性を想起し

ただけでも再検討の必要性を感ずる。 実際、 論文
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の官頭で確認した通り、判決は国家の平等や独立 11 一般国際法における

といった法的地位のみからではなく、管轄権行使 Schooner Exchange号事件判決
の対象の性格を考慮して管轄権が放棄されたもの の位置

と判断していたのであった。

第三に、米国の裁判権から免れることを認めた

本判決は、現象としては司法手続きからの免除を

認めた判決として表れるため、本判決を裁判権免

除の先例と理解することにはさしたる疑問が提起

されてこなかった。 しかし、判決の文言自体は、

裁判管轄権に限定した書きぶりにはなっておら

ず、 少なくとも裁判権免除を認めた判決であるこ

とを当然視することはできな L 、。

もちろん、仮に本判決において同家の裁判権免

除法理そのものが示されていなかったとしても、

本判決から当該法理が 「発展」 することはありう

る。 しかし、その場合にも、 本判決から当該法理

がとの様に 「発展」 したのかは問題となるであり 、

その前提として一般国際法における本判決の位置

を特定しておくことが必要である。 そもそも 、 本

判決が認めたのはあくまでも I!rmttの免除であり、

国家の免除それ自体ではない。 これまでの分析で

は、この両者に法的な違いがあるのかさえ明らか

ではなく、両者の距離を測る作業から取り掛から

なければならな L 、。

本稿は、以上の様な問題意識に基づき、裁判

権免除のリーディングケースと認識されている

Exchange号事件判決がどの様な法的論拠に基づき

免除を導出したのか、そしてその際、免除は如何

なる理由によってどの範囲の管峨J権を対象としう

るものとして提示されていたのかを明らかにし、

一般国際法における Exchange号事件の理論的位

置を明確にすることを目的とするものである。

1 判決の理論的背景

本件で判断が求められたのは、フランスの軍艦

が米国の裁判権に服するか否かという問題であ

り 、 主権者、公使、 軍隊の諸事例について裁判所

が見解を述べる必要性は当然には生じな L 、。 しか

し、裁判所があえてこれらについて見解を述べた

のは、当 II寺の理論状況に鑑みれば、必要に迫られ

たものであ っ たことが分かる。

先ず第 l に、本判決が下される以前、 軍航が他

国の司法手続から免除される ことを認めた先例や

国際法規範は矢［I られていなかった。 それゆえ、裁

判所は、

「たとえあるとしても、ほとんど先例や明文の法ー

から助けを得ることができない中、人跡未踏の道

を探索するに当たって、裁判所は、 一般原則及び

本件といくらか知似した諸事例におけるー迎の理

由づけ（reasoning）に多く依拠することが必要であ

る。j 59 

と述べ、 一般原則にまで立ち戻って議論を構成す

る必要があると考えたのである。

しかし第 2 に 、 軍般に固有の先例や規範は知ら

れていなかったが、国際法上、 一定の実体につい

ては例外的に領域国の管轄権が及ばないというこ

と自体は実行においても確認され、学説による理

論化も行われていた。 主権免除に関する古典的論

者として知られ60、 Exchang巴号事件判決において

も実際に参照されている Bynke1油oek61 ゃ Vatte l 62

は 、 主権者、公使が他国の管轄権の例外として扱

われてきたことを認め、その範囲等について詳

細な議論を展開していた。 また、 Vatt巴l は、 「秩序

が保たれていることや従属関係が維持されてい

ることは、一軍隊 （troupes）において最も必要であ

る。主権者は、兵士、将校、 司令官、将官といっ
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た軍人の職務、義務及び権利を正確に特定し、確 権や主権を構成する権利を他国に委ねるという意

定しなければならな L 、。 彼は、 違反者の処罰や裁 思を有することはありえな L 、。 国家がその支配を

判の形式といった、あ らゆる階級における司令官 及ぼす空IM-1全体がその管轄権の及ぶ区域となり 、

の縦限を規律し決定しなければならない。」 と述 領域 （territohめと H子ばれる。」臼

べ、軍隊の秩序維持のための権利義務の限定、及

びそれらに違反した者の処罰や裁判を行う権利が

本悶の主権者に専属することをすでに椛認してい

た 6\ £削除に固有の先例や規範は存在しないとし

ても、他国に所在する主権者や公使、 軍隊といっ

た国家の主権的事項の中継を担う機関が当地の管

轄権にHI~する ことはないとする有力な議論が既に

提示されていたのである。 但し、同H奇に 、 これら

は、 「 ｜宝｜家の」 裁判権免除制度として論じられて

いたわけではなく 、 主権者、 公使、 軍隊が他国の

管的権行使の例外として扱われることが個別に論

じられていた。 そのため、 Exchange号事件判決

が下された当H寺、 「固有財産J のーっとして軍艇

をも当然にその適用対象とする制度は国際法上知

られておらず、 軍艇が仙国の司法手続から免除さ

れるためには特別な法的正当化を行わなければな

らなかった。

そして第 3 に、 確かに、 本判決が下される以

前から、 主権免除の古典的論者として知られる

Bynke rshoek や Va仕巴l によって、 在外の主i権者や公

使におIする管轄権が本国に認められることが確認

されていたが、彼らの議論を見れば、 当 H寺、 その

似拠について一般的に共有された見解があったわ

けではないこ とが分かる。

まず、 Vatte l は、国家が管轄権を行使する空間

として 「領域」 という概念を採り入れ、自国領域

内に所在する人、 物、事項に対して、国籍や所属

同の如何に関わらず排他的に管轄権を行使する こ

とができるという こ とを明確に確認していた。

「国家が、 いずれの者にも属さない土地を占有

する場合、 当地の絶対的支配権（仰1pire） 又は主権

(souνerainete） を、 その領地 （clomaine） を伴って獲

得するもの とみなされる 。 とい うのは、 国家は自

由かっ独立なので、 ある地域を治める｜際に、指揮

「領地 （domai ne）に結合された支配は、 その属

する地域における国家の管轄権 (jurisdiction） を確

立させる。 国家の管轄下にあるあらゆる場所にお

いて正義を及ぼし、 行われた犯罪や当地において

生ずる紛争を審理するのは、 当該国家もしくはそ

の主権者のll品分である。 他の国家は、 この権利を

尊重 しなければならない。」 65

ここでは、国家の領域内で認められている管轄

権は他国が尊重しなければならない排他的なもの

とされてお り 、他国の主権者や公使といえども山

然にその例外として扱われるものではな L 、。 それ

ゆえ、 Vatte l は、公使（ministre public） の財産が所

在国の管轄権にJJ liするかという問題についても、

「概して、ある国家の領域内にあるあ らゆるも

のは、 当該主権者の権威及び管轄権に服する。 も

し、国家の領域内にあるもしくは当地を通過する

財産や商品に ｜刻する紛争が生ずる場合には、 その

決定を行うのはそれは当地の裁判官である。」 66

と述べ、 原則として所在国の裁判権が及ぶことを

確認した上て＼ 当地での管轄権行使から免除され

る理由はあるかという形で議論を展開しているの

である 6＼ 領域が管轄権の権原となる以上、 当地

に所在する者がそこから免除される為にはその旨

の国際法仁の正当化が必要となる。 Vatte l はこの

様な認識を前提に、 他国の領域管轄権から免れさ

せる制度として、 主権者や公使の免除をそれぞれ

論じていたのである。

それに対して、 Bynkershoek は、 「領域管轄権」

とい う 概念を 自 己の理論に取り入れていなかっ

た。 彼によれば、管陪権は主権者との人的結び付

きのみを似拠にするものであり へある場所に所
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在しているということ自体が管轄権の根拠となる

ことはない。 この点について Bynke rs hoek は、 次

の織に叙述している。

「我々 は、 他国の市民でも居住者でもなく単な

る消・在者である私人が、それを根拠に臣民として

扱われ、時には裁判所の管轄権に JJii さなければな

らないとの立場をとるべきだろうか。 ・ ー私はそう

は思わなし、。 なぜなら、彼は旅行者であり 、 臣民

ではないからである。 j 69 

Bynkers hoek の認識では、 管轄権という概念の性

質上、私人たる外国人をも含めて訪問先の管轄権

行使の対象とならないことがむしろ通常であり 、

主権者や大使が他国の管轄権に服さないのは、 国

際法上の効果を伴う独自の制度によるものではな

いのである。

この両者は、 現在、 主権免除に ｜刻する古典的な

論者と評価されており、彼らの問でこの様に大き

な認識の相違が確認できるということは、当時、

国家の管轄権の例外として抜われることをどの様

に埋解すべきかという点について一般的な認識の

共有がなかったことを示唆する。 また、少なくと

も、 Exchang巴号事件判決で参照されているのは

Bynkershoek7° と Vatte l の学説のみであり、この二

者がこの問題に関して参照すべき権威的な学説で

あると考えられていた こ とは間違いない。

裁判所は以上の様な理論的状況の下で本件の判

断を行った。軍般に固有の規範のみならず、 領域

管轄権の例外として扱われることをとの様に理論

的に理解すべきかについても確立 していない中、

裁判所が唯一依拠しえたのが、国際法上、古くか

ら 、 一定の実体については他国の管轄権が例外的

に及ばないものとして扱われてきたという事実

だったのである。

2 免除の判断枠組

( 1 ) 合意による管轄権の放棄

判決において、 領域管轄権の例外として挙げら

れた主権者、 公使、 軍隊は、いずれも国家の統治

活動の中枢を担っている。 しかし、それでもな

お、 当然に他国の領域管轄権の例外となるわけで

はなく 、 領域国自身が管轄権を放棄して初めてそ

の様な扱いが認められる と説明されたのである

が、この領域国による放棄という構成は、当該国

家の意思に依存するという点で危うさを内包する

ものである。 そこで、 国家聞の安定的な交流を維

持する為にも、放棄という要素を重視しつつもな

お法的な構成を示すことが必要であった。 裁判所

が、判決の冒頭において 「この同意は、明示また

は黙示でありうる。 後者の場合には、より不明確

で、 不確実なM釈（cons truct i on）に ｜刷されることに

なるが、同意したと解釈されれば、 同様に義務的

な（obligatory）ものである。 j 71 とあえて一言して

いるのは、こうした問題意識の表れといえる。 そ

こで問われるべきは、訴訟事項であった軍艦とは

直銭関係のない諸事例から、 裁判所が如何なる規

範論理を導き出したかである。

国家は、 独立な主体として自国の公使、 軍隊に

対して管轄権を行使し、その職務遂行をコント

ロールすることができる。 そして当該権利は、自

国領域を超えたというこ とのみによって当然に消

滅するものではな L 、。 その結果、これらが他国に

所在する場合、 当地の領域管轄権と競合すること

になり、いずれの国家に管轄権行使が認められる

かという問題が生ずる。 領域国による管轄権放棄

の同意という構成は、 こうした問題状況を背景に

示されたものである。 裁判所は、 この状況を法的

に次の様に性絡づけている。

「この、 完全かっ絶対的な領域管轄権（territori a l

JLm sdi cti on）は、等しくあらゆる主権者の属性であ
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り、域外的な権力（extra-te1Titorial power）を付与す

ることはできないが、他国の主権者及びその主権

監嘩l!lを対象とすることはなし、ょうである。 （強

制筆者）」 72

そしてその結果、 主権者の平等 ・ 独立及び相互交

流を促す共通利益によって、 領域管轄権の行使を

放棄すると考え られているある稜の諸事例が生じ

たという 。 ここ で、従来、 所在国に領域管轄権が

及ばないもの と して扱われてきた公使や軍隊は、

「主権的権利」 の対象として性絡づけられており、

本国の主権的権利と領域国の管轄権との関係性が

問題とされている こ とが分かる。

領域国の管轄権放棄への同意という構成は、 こ

うした法的な性格づけの上で示されたものであっ

た。 裁判所は、その ｜二で、

「前述の（主権者、公使、 軍隊が他国の管轄権

から免れる 筆者註）リ ーズニングによって、領

域管轄権からのあらゆる逸脱（exemptions）は当地

の主権者の同意に由来しなければならないという

命題が主張されることになる。」 73

と述べ、 こ れらの者に対して自国への入国を許可

することは、 その領域管轄権の放棄にも同意した

ことを合意すると説明したのである 1\

この点、訴訟事項である Excha nge 号に関する

判断を詳しくみてみよう 。 裁判所は、 Exchang巴号

に対する米国の管轄権行使の可否を判断するに当

たって、問題となる状況を、 適用される条約が存

在する場合としない場合に分類してそれぞれ次の

燥に論じた。 まず第一に、自国の軍隊の通過を相

互に認め合う条約や、避難した自国の軍A監の保護

について規定する条約が相手国との問で存在する

場合には、当該条約が撤回不能な入国許可(license)

となるとした上てーへその様な入国許可から、 特

別に入国が許可された場合（spec i a l license）に認め

られる国内の管轄権からの免除を除外する理由は

見出し難L 、 と して次の様に結論する 760

「自身の軍隊の通過や遭難 した軍艦の保護を（条

約において 筆者）規定する君主が、 当該軍隊や

軍艦を他国の主権者の管轄権に服させようとする

とは考えられな L 、。 こ のことが推定できないので

あれば、 港の主権者は－その特権を与えたものと

考えられなければならない。」 77

そして第二に、 入国を許可 した と みなしうる条

約が存在しない場合には、入国許可の有~µ；につい

て次の様な規則（rule）が一般的に採用されてきた

という 。 つまり 、 港が他国の軍艦一般もしくは特

定の軍艦に対して閉鎖されている際には、通常、

その旨の通告がなされており 、 当該通告がなされ

ていなければ港は他国の軍艦の入国のために開放

されていると考えられている 78。 そして、この様

に黙示的に入国許可が与えられる場合と条約等に

よって明示的に許可される場合とで区別する理由

は想起し難いことを指摘した上でで次の様に述

べて、 米国の港が閉鎖されていない本件の場合に

は、 Exchang巴号について領域管轄権の放棄に同

意したものと判断した。

「その受け入れのために聞かれている友好国

の港に入港した軍艦は、 当該国家の同意によっ

て、 当地の管轄権から免除されると考えられる

(considered as exempt巴d）というのが公法の原則で

ある 」 80

以上の様に、裁判所は、 Exchang巴号の免除の

有無を領域国の意思にかからしめる構成を示 し

た。 こうした叙述に着目 し、本判決で免除は、法

的な論理に依拠して導き 出されたものではないと

の評価を下す論者も存在する 81。 しかし、判決の

中で裁判所が、 「当地の管轄権から免除されるも

のと考えられる（considered）」 と 述べていること

や、他の個所において領域管轄権が放棄されたも

のと 「解される（“1s und巴rstood82” ，、ught to be 

constrncted83” ）」 との表現が用いられて いる こ と
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から明らかな様に、こ の領域管轄権の放棄は解釈 意の程度は、

されるものであっ て、 実際に主権者が同意したか

否かによって判断されるものとは考えられていな 「事例の性質とそれを求める当事者と与える当

L 、。 この点を裁判所は次の様に確認している。 事者が如何なる見解の下で行動していると考えな

ければならないかによって規定される。」 剖

「この同意は、 いくつかの事例において、共通

の慣行（common usage）と当該慣行から派生する

共通の見解（common opinion）によって審査されう

る。」 制

判決の中で、 実際に Exchange号について米国が

管轄権を放棄したか否かではなく 、 遭難した軍艦

の保護を規定する条約む に鍛みて管轄権が放棄さ

れたものと解する理由はあるか、また、港湾が閉

鎖されていないことによる黙示の入港許可から管

轄権放棄の同意を導き出す理由があるかが検討さ

れているのも、諸国で共通にとられている慣行

(common usage）と、当該慣行がどの様な意味を持

つと考え られているか（common op川 i on）に基づい

て管轄権放棄への同意の有無を 「解釈」 したもの

に他な らない 8\

こうした叙述に鑑みれば、ここでーの管轄権放棄

への同意は、領域固と本国との聞の合意と促える

べきものである。 実際、裁判所は、領域国の管轄

権放棄への同意が領域国自身を拘束する理l却を、

領域国に対する「信頼（fa i th）」 に基つく黙示の合

意の成立によって説明している。 つまり、

と一言 した。 主権者が自己及びその主権的権利た

る公使、 軍隊、軍艇を他国の管轄権に服させよう

と意図していたとは考えられないためへそれら

に対して入国を許可することは管轄権放棄に黙

示に同意したことを意味するという趣旨である。

従ってここで想定されているのは、 領域国と本国

との聞の意思の合致であり、当該合意の存在は、

裁判所自身が引用している Yatte l の一節に明確に

示されている。

「大使やその他の公使を派遣する君主が、彼を

他国君主の権限に服させる意図を有しているとは

考えられない0 ..もし、彼（公使一筆者） の主権

者が派遣先の君主の縦｜浪に彼を服させようとして

いると合理的に推定できないのであれば、後者（派

遣先の君主一筆者）は彼を受け入れるに当たっ て、

独立という 地位に基づいて彼を入国させることに

同意することになる。 従って、当該二人の君主の

聞には、 －黙示の協定（tac it convention）が存在し

ているのである。」 90

裁判所の述べる様な領域固と本国との聞の合意

が成立している状況としてまず頭に浮かぶのは、

両国間で免除を与える旨の条約が存在する場合で

あるが、本件がそうであるように、 実際に、領域

国の管轄権行使の可否が問題となるのは、条約が

存在しない局面である。 裁判所は、 たとえ明示の

合意が存在しない場合でも、管轄権放棄への合意

が「黙示的に」 導きだされると説き 、 その理由を、

主権者や公使、軍隊の本国の信頼を保護する必要

性によって説明したのである。 裁判所は、領域国

が管轄権の放棄に同意したと解釈される状況にも

とし、そのため、 領域国による管轄権放棄への同 関わらず、 それに反して管轄権を行使することに

「主権者は、如何なる点においても他の主権者

に服することはなく 、 また、 自身もしくはその主

権的権利を他の主権者の管轄下に置くことによっ

て本国の威信を低下させないようにする最高位の

義務を負っているので、明示的な許諾、 もしくは

たとえ明示的に保証されていなくとも、彼の独立

した主権的地位に伴う諸免除が黙示に留保され、

彼に与えられるとの信頼に基づいてのみ他国の領

域に入国するものと考えられる。j 87 
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ついて、

「突然、 事前の通告（notice）なく、文明世界の慣

行や受け入れられた諸義務に反する形で領域的権

力を行使する国家は、－ーその信頼（fai th）を破るも

のと当然に考えられるであろう 。」 9 1

と述べ、その様な管轄権行使が他国の信頼を破る

ことになることを確認している。 主権者、公使、

軍隊については、入国が許可された場合、当地で

管轄権行使の対象とはならないであろうと当然信

頼するのであり、そうした信頼を保護する為、両

国の問で管轄権を行使しない旨の合意が成立する

と判断したのである。

以上からも明らかなように、裁判所は、主権者、

公使、 軍隊の免除の諸事例を検討することによっ

て、それらに通底する論理を明らかにし、国際法

上、国家の領域管轄権の例外として扱われること

を法的にどの様に理解すべきかを示そうとした。

すなわち、所在国の司法手続が及ばないというこ

とを領域管轄権行使の可否に関する問題として捉

え、 主権者及びその主権的権利の対象たる公使、

軍隊の免除の例を、領域固と本国との聞の合意に

よって説明したのである。 こうした裁判所の論理

を前提とすれば、 管轄権行使の可否は、両国の合

意の有無及びその内容如何によることになる。 裁

判所が、文明世界の慣行や受け入れられた諸義務

に反する管轄権行使が 「突然、事前の通告無く J

行われた場合には信頼を破ることになると述べて

いるのはこのためであり、 事前の通告を行えば、

黙示の合意の成立を否定し、管轄権を行使するこ

とも判決の論理自体からは妨げられな L 、。 しかし、

ひとたび合意が成立すると解釈されれば、あたか

も条約が存在するかのごとく領域国自身を拘束

し、国内法上の明示の規定が存在しない場合でも、

「信頼を破ることになる管轄権を通常の裁判所に

与えたものと考えることはできない」 92 との判断

が求められるのであって、領域国の全くの裁量に

任されているわけではなし、。軍艇の免除に閲する

先例さえ知られていない中で、排他的かっ絶対的

な領域管轄権の行使を控えるよう義務付ける国際

法規範を安易に措定することはできないと考えた

裁判所は、あくまでも領域国自身の合意に基機づ

けた判断を行ったのである。 従って、現在、平等

かっ独立たる国家の代表という資格において認め

られたものと一律に解されている判決の一節は、

どの様な理由でどの程度の管轄権を放棄する旨の

合意が成立すると解釈されたのかという観点から

分析されなければならない。

( 2 ） 領域管轄権の放棄に同意したと解釈される

「理由」

裁判所は、主権者、公使、軍隊、軍般について、

所在国の領域管轄権が放棄されるという合意が成

立する理由をそれぞれ次の様に説明している。

まず第 l に 、 主権者である 九

「他国の主権者が、彼の威信及び本国の威信と

相L、れない管轄権に服属することを意図したもの

とはみなされず、入国許可が与えられたのはこの

服属を回避するためである。 同様に、入国許可が

与えられる者の性質やそれが与えられる目的は、

それを得た者に十分な安全を認めるものと解釈さ

れることを要求する。j 94 

主権者は、他国の管轄権行使の対象となることに

よってその威信及びその本国の威信を害すること

になるため、他国の管轄権に服する意図を有して

いたとはみなされえない。 それゆえ、領域国が入

国を許可した場合には、 その管轄権の放一葉にも同

意したと解釈されるという 。

第 2 に、公使については以下の様に論じられて

いる。

「他国の公使に与えられるものと認められて

いる、 領域管轄権からの重要かっ広範な免除

( exemption）への（領域国の一筆者）主権者の同意
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は、 その様に領域管轄権から免れるのでなければ、

あらゆる主権者が他国に公使を派遣することに

よってその威信を危険にさらすであろうとの考慮

から暗示される。 公使は、 一時的で。あるが、 当地

で主権者に対して払われている忠誠を払うことに

なり、彼の使節の目的を果たす能力を欠くことに

なるであろう 。 他国との関係における本国の利益

を自身が選出した者に委ねた主権者が、自己の公

使を他国に服させるように意図することはありえ

な L 、。 それゆえ、 彼を受け入れるとの同窓は、 彼

が、 －その主権者の威信及び彼が果たすべき職務

に不可欠な特権 (privi l eges）を似持することへの同

意を含む。」 95

公使が接受国の管轄権に服することになれば当地

の君主に一時的に忠誠を誓うことになり 、 彼を派

遣した主権者の威信を害することになること、及

び、接受同の管轄権から免れる特権が認められな

ければ職務の遂行を行うことができなくなる こ

と、に鑑みれば、本国主権者が公使を依受匡｜の管

轄権に服させようと意図していたとは考えられな

L 、。 この燥な認識の下、 接受国がその受け入れに

同意した場合には、 領域管轄権を放棄し、公使に

対する管轄権が依然として本国に所在する旨の合

意が成立すると判断されている。

そして最後に、 第 3 の事例である他国の軍隊

(troops）についても、領域管轄権が放棄されると

解される理由は、 職務遂行を確保する必要性に求

められている。

「それを（管轄権を一筆者）行使することによっ

て、自由通行が認められた目的が阻止され、他の

独立国の寧（military force） の一部は、国家の為に

果たすべき目的及び自己に課されうる義務をよtた

すことができなくなり 、 当該軍（force） の排他的な

指揮、配備を行う権利を保持することに自己の権

力や安全を大きく 依存しうる主権者の統借りから外

されることになるであろう 。」 96

主権者に関する叙述の中で、裁判所は、 「入国

許可が与えられる者の性質やそれが与えられる目

的によって、それを得た者に十分な安全が認める

ものとW？－釈されることが求められる」 と説いてい

る。 ここで入国許可が与えられる者の「性質」 とは、

主権者の場合、 本国の威信を体現していることを

意味する。 Watts によれば、判決が下された当H寺、

主権者は、本国の威信への尊重によって、他国に

おいて特別な敬意を払って処遇されるものと考え

られていた 97。 判決の中で、領域国の主権者によ

る入国許 nfがその官轄権放棄をも伴うものと解釈

されたのも、この様な主権者の性格を考j\J:( しての

ことである。 従って、主権者については、入国許

可が与えられた 「目的」 も 、 本国の威信を体現し

ているという主権者の 「性質」 を保護することに

ある。

他方、公使と軍隊の 「性質ー として重視されて

いるのは、それぞれが帯びた任務の性質である。

判決の中で公使は、 「他国との関係における本国

の利益を一委ねた」 者聞と性格つけられ、領域固

による管轄権行使の対象となることによって、そ

の外交上の国益の維持、管理といった国家目的

の遂行が害されることが確認されているへ さら

に、軍隊も、それが主権者の権力及び安全を支え

る 「軍の一部」 であることが確認され、領域同の

管轄権行使の対象となることによって、 「主権者

の権力や安全を支える」 軍隊に対して当該主権者

の統制が及ばなくなり 、 「軍の一部」 である軍隊

がそのl職務の遂行を行うことができな くなるこ と

が指摘されている。 軍隊について領域管開権が放

棄されるのは、 軍事 ・ 防衛という国家目的を保護

する必要性から導き出されているのである。

公使については、 派遣先の管轄下に置かれるこ

とによ って派遣した主権者の威信を持することに

も言及されている。 しかし、公使や軍隊について

はそれに加えて、外交や軍事といった本国の 「主

権的権利」 に関わる事項を任務として帯びている

という 「性質」 が重視されており 、 彼らに入国許

可が与えられる 「目的」 も 、 その様な国家目的を
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保護するという点に特徴がある。

Exchange号はこうした枠組みの中で判断され

たのであり、そこで着目されたのは、やはりその

「軍艦」 たる性格であった。 裁判所は、商船との

違いを強調することによって軍艦が他国の管轄権

から免除されることを次の様に説明している。す

なわち、まず、商船について裁判所は、

ることになる。 それゆえ、裁判所には、その様な

船舶（軍艦 筆者註）がその下で友好国の港に入

港してきた黙示の許可は、…主権者の管轄権から

の免除（exemption）を含むものと合理的に解釈さ

れえ、かっ解釈されなければならないものと思わ

れる。」 山

「たまたま君主である者の私的財産と、 主権的

「ある国家の私人が、仕事や気まぐれで他国に 権力を支え、国家の威信と独立を維持する当該軍

赴き、当地の住民と無差別に交流する場合や、商 （軍艇のこと一筆者註）との聞には明確な違いがあ

船が貿易目的で他国に入港する場合に、当該私人 る。」 1 02

や商人が・ ・・ 当地の管轄権に服さないとすれば、そ

の社会にとって明らかに不都合かつ危険であろう

． 。 当該他国の主権者がその様に（当地の管轄権

から 筆者）免除（exemption）を望む理由は何ら存

在しな L 、。 そこで他国を通過する彼の国民は、 彼

が雇った者でもなく 、 国家の業務に従事している

わけでもなし、。 従って、この様な者をその滞在す

る国家の管轄権から免除させない（not exempting) 

強い理由があり、それを求める理由は何ら存在し

ない。 それゆえ、彼らがそのもとで入国した黙示

の芋｜可（implied license）は、その様に （当地の管轄

権から 一筆者）免除（巴xemption）を認めるものと は

決して解釈できるものではない。J i叩

と述べ、商売目的や気まぐれで他国を訪れた私人

や貿易目的で入港した他国の商船については、入

国を許可したことから管轄権の放棄に同意したと

解釈する理由はないことを確認した上で、軍服に

ついて次の様な叙述を行う 。

「しかし、あ らゆる点において、 軍艦の状況は

異なっている。 それは国家の軍（military fore巴）の

一部をなし、 主権者の即時かっ直接的な指揮の下

で行動し、かっ、国家の目的のために主権者によっ

て利用される。 彼（主権者筆者）は、他国の介

入（int巴rference）によってこれらの目的が阻害され

ないための相当かっ強力な動機を有する。 その様

な介入は、必然的に彼の権力や威信に影響を与え

ここでは、 軍艇が、軍隊（仕oops）と同様、国家の

権力及び安全を支え、その威信 ・ 独立を維持する

軍 （mi lita ry fore巴）の一部と位置つけられ、 主権者

の直接的な指揮の下、国家の目的のために利用さ

れることが確認されている。 Exchange号は、こ

うした任務の性格上、フランスの 「主権的権利」

の対象と評価されるのであり 10）、 当該船舶に対し

て領域国の管轄権が放棄されると「合理的に解釈

されえ、かっ解釈されなければならない」のも、

その国家目的の遂行を保護する為である。軍の一

部である軍艦に対して他国が管轄権を行使するこ

とがその職務の遂行を害する 「介入」 と評価され

ていることは、まさに、この点を裏付けていると

いえよう 。

上述のように国家は、独立な主体と して、自国

の主権者及び公使、軍隊に対して管轄権を及ぼし、

それらが適正に職務を遂行するよう確保する排他

的な権利を有する。 しかしそれは、通常、他国の

管轄権が及ばない地域において行使されるもので

あり、同様に独立した他国の領域内では、 当地

の管轄権行使から当然に排除されることはない。

従って、国家に平等に認められる独立性を重視す

れば、他国の公使や軍隊であろうと当地の法を犯

せば逮捕され、軍艦であっても差し押さえの対象

となることも法的にはありうるはずであるが、 実

行は違った形で展開していた。 裁判所は、こうし

た実行を手掛かりに、主権者、公使、軍隊及び軍
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艇の「性質」 や「目的」 を考慮すれば、領域管轄 ( 3) 放棄される管轄権の範囲

権は放棄されるものと解すべきであり、実際そう

解されてきたと理解したのである。

ここで 「性質」 や 「目的」 として考慮、されてい

る事項をみれば、国家が相互に平等 ・ 独立である

ことによって、 当然に一方的な管轄権行使の対象

から除外されるとの理解がとられていないことは

明白である。 他国の主権者、公使、軍隊、 軍艇の

入国を認めた場合、当地の領域管轄権を放棄した

ものと解釈されるのは、 本国の威信を体現し、外

交及び軍事という主権的事項の中継を担うという

個々 の固有の性格に着目してのことである。 裁判

所は、こうした性格を備えた主権者、公使、 軍隊、

軍艦だからこそ、領域管轄権が放棄されたものと

/y/j'.務1 したのである。

主権者について指摘される本国の威信はその法

的性質に由来するものであり、また、公使や軍隊・

軍艦の担っ た国家目的の保護と い う要因も、本国

の独立に由来するものといえる。 従って、 免除の

根拠のレベルでは、国家の法的地位を理性！とする

制度であると理解することは誤りではな L 、。 しか

し、それは、 匡｜家が相互に平等・独立であるとい っ

た抽象的な議論ではなく、その内実にまで踏み込

んだ議論が行われていることが重要であろう 。 そ

もそも、免除の問題が国家聞の管轄権の所在を問

う問題である以上、国家の法的地位が根拠となる

のは当然ともいえる。 重要なのは、国家のいかな

る法的地位からどの様な根拠を導き出すかであ

り、根拠のレベルで「人的性格」 との抽象的な性

格づけをすることにさほと意味はなし、。 それに対

して、要件のレベルで 「人的性格J が確認できる

かという点は、本件で示された原員ljの位置づけに

直接かかわる問題である。 はたして、本件は、司

法手続きに特化した議論を行い、 領域管轄権から

免除される局面として訴訟当事者とされることを

想定していたのであろうか。

本判決では、 Exchange号は米国の裁判権から

免除されることを認められた。 従って、 一見する

と、裁判権免除の原則を確認した判決であるかの

ようにも思える。 実際、 裁判権免除の法源は各国

の国家実行にあるとの認識のに各国の国内裁判

所判決の集積によって当該制度が成立したと主張

する論者は、 「他国に対して裁判権行使が控えら

れた」 という事実に着目し、その様な事実の集積

によって当該制度の成立を立証しようとしている

l制。 しか し、そうした現象面から判決の文言に目

を移せば、そこでは司法手続に関する管轄権に特

有の問題として議論されていたわけではないこと

が分かる。

裁判所は、先の様に、 主権者、 公使、 軍隊が他

国の領域管轄権行使の例外として扱われてきた論

拠を明 らかにする際、各々を、 「主権者の他国の

領域における逮捕、拘留からの免除（exemption ）」

105、 「（主権者と 一筆者註） 同ーの諸原則に立って、

あらゆる文明国が他国の公使に（領域管轄権から

一筆者）認めている免除（irnmun i ty）」 1 06、 自国領

域内の通行を他国の軍隊に認める ことによ って、

「主権者がその領域管轄権の一音llを譲渡した（cede)

と解される場合」 107 と 表記 している。 従って、判

決では、 まず、逮捕、拘留といった執行管轄権を

含めた領域管轄権一般との関係で、その例外とし

て扱われることが法的に正当化される論拠が説明

されているのであって、 当初］から管轄権一般の文

脈で議論されていた 1 08。 そして、判決の結論にお

いても、 「Exchang巴号は当該；国家（米国一筆者）の

管轄権Uuri sdiction） から免除される（exempt）·・と

の黙示の保証の ドで米国領域に入国したものとみ

なされなければならない」 と述べられているだ

けで 1 09、 文言上は、司法手続に関する管轄権に限

定した判断が下されているわけではなし、。 さら

に、 判決で用いられている用語に着目すれば、他

国の領域管轄権に例外的に服さないということが

"exemption”や“unmuni ty”といった多機な用語
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で叙述されており、同ーの管轄権を想定していな

し、織にも読める。 はたして裁判所は、対象となる

管轄権についてどの様な認識を有していたのであ

ろうか。

ところで、上述のように、 本件の判断を行う

に 当たって裁判所は Yattel の議論を引用していた

が、 Yatte l は、自覚的に司法手続きとの ｜刻係で免

除を論じていた訳ではなか っ た。 彼は、主権者

(souverain）が他国の管轄権から免除される恨拠に

ついて述べた一節の中で、

「 もし彼（主権者一筆者）が、公務について交

渉するために ・・・訪問するな らば、彼 は、大使

(ambassadeurs）のあらゆる椛利を享受する資絡を

より顕著に有する。 彼が旅行者として訪問する

場合には、－あらゆる管轄権から彼を免除させ

る（ I ’exempte tout巴 jurisd i ction ）。 （強調筆者）」 1 1 0

と :ill:、べ、また、公使についても、

「 大使（ambassadeur）、 もしくは公使（minister

pu b li c）が、民事、刑事事件のいずれにおいても滞

在国におけるあらゆる管轄権（toute jurisdiction ） か

ら独立しているということのみが、 一諸国の諸義

務に適い、 万民法（dro it des gens）の重要な諸原則

に合致している。 （強調筆者）」 Ill

と叙述している。 さらには、公使の財産について

も 、

「公使の資格において直接彼に属 しているあ ら

ゆる物・・は、 当該公使の独立という性格を帯び、

当地におけるあらゆる管轄権から完全に免除され

る（exempt d巴 toute jurisdi ction）。 これらの物は、そ

の所有者と共に、 当地の領域外にあるものとみな

主主主。 （強調筆者）」 Il l

と述べている。 Va仕巴l が、主椛者、公使、及びそ

れぞれの財産について論ずる ｜燦に念頭に置いてい

たのは、 立法管轄権をも含めた訪問先の「あらゆ

る管ii結権」 であり 、 司法手続に関する管轄権のみ

を対象に議論していたわけではなかった。 彼に

とって、これらの実体は、他国に所在していても

法的にはなお派遣国にいるものとみなされるので

ある 川。 こうした Yattel の議論を参照して判断を

行った裁判所は、司法手続に関する管轄権に限っ

た免除を想定していたのであろうか。

放棄される管轄権の範囲に関する裁判所の見解

は、公使と軍隊に関する叙述の中で明らかにされ

ている 114。 裁判所は、公使について次の様に論じ

ている。

「この（公使の他国の領域管轄権からの一筆者）

免除（immunity）の基l避となっている原則が何であ

れ、すなわち、技々が、彼をその本国の代表と考

えるか、もし く は政治的フィクションによって

彼を領域外にいるものとみなし、それゆえ法的観

点からすれば、彼の居住する…主権者の管轄内に

所在していないものとみな されるか否かに ｜刻わら

ず、依然として免除自体は、当該公使が派士立され

た国家の支配者によって与えられる。 この治外法

権（巴xte1Titori al ity）というフィクションは当該領域

の主権者の革、思に反して創設及び支持されること

はないであろう 。 彼（主権者筆者）はそれに同

意しているものとみなされる。」 11 5

先に確認した様に、裁判所が、 あくまで接受国自

身の同意を要するとしたのは、 各国の有する領域

管轄権を重視したことによるものである。 しかし

同時に、ここでは、治外法権というフ ィクション

に対する同意が求められているにすぎない。 治外

法権は、対象の人、物がまさに本国に所在するも

のとして扱われるという考え方であり 1 16、 立法管

轄権を含めた領域国のあらゆる管轄権の対象外で

あることを立味する。 こうしたフィクションへの

同意という桃成は、領域国が管轄権の放棄に同志

した範囲が、従来、 治外法権の下で説明されてき

た領域国の 「あらゆる管轄権」 に及ぶことを示し
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ている。

さらに、 軍隊が他国の領域管轄権から免除され

る範囲について裁判所の立場はより明確である。

自国の領域内の通行を認めた他国の軍隊に対して

その管轄権を行使することは軍隊の職務の遂行を

害する ことになると述べた裁判所は、次の様に、

放棄への同意が領域国の 「あらゆる管轄権」 に及

ぶことを明確に確認している。

「それゆえ、自由通行の許可は、その通行の問、

軍隊に対するあらゆる管轄権の放棄を合意し、他

国の将官がその政府の求める規律を及ぼし、か

つ、政府の求める処罰を行うことを認めることに

なる。 （強調筆者）」 11 7

Exchange号は、以上のような認識に基ついて

米国の裁判権から免除される ことが認められた。

判決では、 Exchang巴号がいかなる範囲の領域管

轄権から免除されるのかについて明言されていな

いが、上述のように、 管轄権放棄への同意の程

度は 「事例の性質とそれを求める当事者と与える

当事者が如何なる見解のドで行動していると考

えなければならないかによって規定される 」 118 と

考えた裁判所は、 職務遂行のための必要性という

従えば常に立法管轄権まで放棄されると考えるこ

とは適当ではない。 上述のように、判決では、主

権者、 公使、軍隊、 軍艦が他国の管轄権に例外的

に服さないということが多様な用語で叙述されて

いた。 主権者が他国において逮捕 ・拘留されない

ことについては“出巴rnption”という用語が用い

られ、公使に関しては“11m1mnity＂ ， “exemption”

という こつの用語が、 軍隊については“cede a 

portion of his territo1 ial juri s diction”との表現や、

“immunities”という用語が用いられている 1210 そ

して、 Exchange 号については、“巴xempt”と表記

されている i九 こうして多様な用語が用いられて

いるのは、ひとえに他国の管轄権行使に服さない

と言っ ても、その具体的な管轄権の範囲は対象こ

とにそれぞれ異なりうると考えられているからで

ある。 裁判所が、 管轄権一般を対象として、個々

の性格に鍛みて管轄権を放棄する旨の合意が成立

するという論拠を導き出した以上、 放一棄される管

轄権の範囲は対象の性質ごとに多様でありうる

1九 領域国による管轄権放棄への同意の程度に関

する先の一節は lヘ特定の管轄権ではなく、個々

の性質に応じて立法管轄権から執行管轄権まで幅

広い管轄権を対象としうるものとして述べられて

いたのである。

Exchange号と同様の理由によ っ て管轄権の放棄

を導出 した公使や軍隊が、領域国の「あらゆる管 ||| 結論

轄権」 から免除されてきたことを明確に確認して

いる。 とりわけ、判決の中で軍艇は、 軍隊と同様

に軍の一部と位置づけられ、 そのことによって、

Exchange号の米国の裁判権からの免除を導き出

していたことを考慮すれば、 Exchange号も立法

管轄権を含む「あらゆる管轄権」から免除される

と判断されたものと考えられる。 「Exchange 一号は

当該国家（米国）の管轄権か ら免除される（巴X巴mpt)

ー との黙示の保証（promise）の下で米国領域に入

国したものとみなされなければならなし、」 という

判決の結論 11 9 は、以上を踏まえて読まれるべき

であろう 1 2\

しかし他方で、本判決で裁判所の示した論拠に

本稿は、裁判権免除の古典的表明と評されてい

る Exchange号事件判決を分析し、 そこで裁判所

がとの様な法的論拠に基づき L 、かなる理由で免除

を導出したのか、そして、裁判所の示 した論拠は

どの範囲の管轄権を対象としうるものだったのか

を明らかにすることを試みた。

本件で付託された問題は、 他国の領域に所在す

る国家の主権者及びその主権的権利について、 領

域固と本国のいずれに管轄権が認められるかとい

う問題として論じられていた。 そして、この二国

の管轄権の関係と いう問題を解決するに当た っ

て、 軍艦の免除に閲する明確な規範に依拠するこ
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とができなかった裁判所は、従来、他国の領域管

轄権ーから免れるもの と考えられてきた主権者、公

使、 軍隊の諸事例に着目し、そこには、領域国と

本国との聞に管轄権放棄の合意が成立するとの論

拠が通底していることを明らかにした。 領域国が

独立国家として有する管轄権の例外を安易に認め

ることはできず、明確で適用可能な規範が存在し

ない場合には、国家聞の合意の有無ーにまで遡って

判断しなければならないという趣旨である。

従って、本判決で示された原則の射程、とりわ

け、裁判権免除の原則を述べたものとして挙げら

れる一節の射程は、 軍艦の免除に留まるものでは

な L 、。 しかし、同時に、本判決自体が、今日理解

されている意味で裁判権免除の原則を示したもの

と評価することもまた誤りである。

第一に、裁判所は、領域国に、域内の人、物に

対して当初から管轄権行使を禁止する国際慣習法

の存在を想定 していたわけではなく 、 領域管轄権

の例外は、あくまで領域国と本国との聞の合意の

有無という個別的な処理に委ねられると考えてい

た。 裁判所が否認したのは、 「事前の通知なく 」

管轄権を行使することであり、 主権者や公使に入

国を許可する以前に管轄権行使の対象となりうる

ことを示していれば、 管轄権放棄の合意を阻止す

ることも否定されていない。 こうした合意が成立

すれば管轄権を行使しないことが義務付け られる

としても、 当初からそれを禁止する慣習法を適用

していたのではないのである。

そして第二に、判決の中で免除が認められてき

た理由に鑑みれば、本判決において 「国家」の免

除が示されたと理解する こと もできない。裁判所

は、管轄権を放棄する旨の合意の有無を判断する

に当たって、 主権者及びその主権的権利の対象た

る公使、軍隊、 軍艦のそれぞれ独自の性格を考慮、

して、当該合意が成立すると考える理由があるか

否かを検討していた。 従って、ここで確認されて

いる諸免除は、国家の平等や独立といっ た抽象的

な法的地位に基づき、国家の代表とい う 資格にお

いて認められたものとして一元的に把握しうるも

のではない。 管轄権放棄の合意が黙示的に成立す

るのは、個々の性格に鑑みれば、 本国の威信及び

職務遂行上の必要性への配慮から管轄権は行使さ

れないだろうと信頼する理由があり、それが法的

保護に値すると判断されたからである。 ここで示

された本国の威信は、通常、 国家機関一般が帯び

るものではなく、また、公使や軍隊について認め

られた国家目 的も、外交、 軍事といったまさに国

家の主権的事項の中枢に関わるという点が重視さ

れていると考えるべきであろう 。 従って、裁判所

の示した原則が当然にその他の国家機関も対象と

する程の射程を備えていると評価する ことはでき

なし、。

第三に、他国の管轄権から例外的に免れるのが

国家聞の合意によるものだとすれば、 対象となる

管轄権の範囲は、司法手続に関する管轄権に限定

される必然性はな L 、。裁判所は、 立法管轄権か ら

執行管轄権を含む管轄権一般を対象とし、その例

外として扱われる法的論拠を示したのであって、

管轄権行使の対象の性質如何では、立法管轄権を

対象とすることもありうる。 実際、 本件で、 裁

判所は、 Exchange号の軍服たる性格を考慮、 して、

米国が立法管轄権を含めたあらゆる管轄権の放棄

に同意したと判断したのである。 従って、判決で

は司法手続きに特化した議論は行われておらず、

外国国家が訴訟当事者と されるという要件のレベ

ルでの人的性格を備えた原則が示されたものと理

解する ことはできな L 、。

判決が明らかにしたのは、他国の主権者及び主

権的権利が領域内に所在することを、 立法管轄権

から逮捕 ・拘留等の執行管轄権まで含めた領域管

轄権一般との関係でどの様に理解すべきかであ

り、この判決にリ ードされる形で国家が訴訟当事

者とされた場合に特化した制度が 「発展」 する可

能性は否定できな L 、。裁判所が確認している様に、

管轄権が放棄される対象は「共通の慣行と当該慣

行から派生する共通の見解に よ って審査されJ る

のであり！ヘ後の実行の展開次第では、国家ない

し 「国家」の定義に含めうる広い範囲の国家機関
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を司法手続きから免除させる制度が形成される可

能性も否定できな L 、。 しかしその成否も、免除の

論拠や理由、そして対象となる管轄権の純聞を分

析して初めて結論を下すことのできる問題であ

り、本判決が下された当時から国家には当然免除

が認められると考えられてきたとの理解を前提と

することは誤りであろう 1 260

以上の様に、本稿の結論は、 Exchange号事件

判決自体が裁判権免除の原則を示したとの理解の

妥当性を否定するものであり 、 本判決から裁判権

免除に関する何らかの解釈を確定的に導き出すこ

とはできない。 しかし、本稿の分析が、後の実行

を分析するに当たって留意すべき点を示唆してい

るとすれば、それは以下の点にあるものと思われ

る。 まず第一に、 本件では、領域管轄権の例外は、

領域固と本国との間の合意に基礎づけられていた

という点が問題となる。 今日の通説的理解では、

他国の－定の行為については司法手続きに閲する

管轄権の行使を当初から禁止する国際11i習法上の

規則が成立していると考えられており、本判決で

示された論理が後の実行によってどの様に受け止

められていったのかを検証する必要があろう 。

そして第二に、 免除の法的理由の関係では、後

の実行において「国家」 の免除が認められるに至

るのかが問題となる。 本判決では限定されていた

免除の対象が、後の展開の中で拡大してい くのか、

そして拡大するとすれば、 それは 「国家」 の免除

として把握することが妥当なものかを検討しなけ

ればならなし、。 裁判所は、 免除の対象となる 「主

権的権利」 の外延については何ら言及していない

が、この点、後の実行がとの様に展開していった

のかを注意深く分析する必要があるであろう 1270

さらに第三点目 として、免除の法的理由との関

係でもう一点問題となるのが、免除の基準である。

今日、免除の有無は、制限免除主義のもと、免除

の対象となりうる行為を 「国家の行為」 として一

律に捉えた上で、私人によっても行いうる行為か

否かという観点から判断されている。 この様な考

え方は、独立 ・ 平等たる国家には原則として免除

が認められるが、現在は、公平性という観点から

私人の救済の必要性に鍛みてその例外が拡大して

いるとの認識を前提としている。 仮に、本判決の

枠組が後の実行に採用されていったとすれば、免

除の認否は、主権者の威信を保護するという要請

や職務の遂行を磁保する必要性が認められるか否

かによって決定されることになり 1 28、私人によっ

て行いうるか否かといった基準は国内法仁のもの

に過さない。 こうした理解を前提とすれば、 現在

「裁判権免除」 として理解されている免除は、そ

れぞれ個別の性格から主権者の威信の保護や職務

遂行上の必要性を理由に認められる種々の諸免除

の束と理解すべきものということになろう 12\

最後に第四点目として、後の展開を通じて司法

手続きに関する管轄権に特化した制度が形成され

るのかという問題がある。 Exchang巴号事件判決

では、免除される管轄権は、対象の性質ごとに立

法管轄権から執行管轄権まで多様でありえた。 こ

れまでの検討でも確認された様に、現象としては

裁判権の行使を控えたという形で表れる実行も、

法的には、立法管轄権をも含めた広範な免除を対

象としていることもあり得るのであって、後の実

行を分析する際には注意を要する 。 これらの諸点

を意識しつつ、後の実行を分析することが今後の

課題である。
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